
　

コ
ン
フ
ォ
ー
ト
・
ウ
ィ
ン
ド
ア
ン
サ

ン
ブ
ル
メ
ン
バ
ー
＆
川
越
麻
衣
さ
ん
の

歌
と
金
政
智
子
さ
ん
の
ピ
ア
ノ
の
コ
ン

サ
ー
ト
を
行
い
ま
す
。

●
と　

き　

12
月
６
日
（
金
）
午
前
10

時
～
11
時

※
受
け
付
け
は
午
前
９
時
45
分
か
ら
で
す
。

　

町
で
は
、
障
が

い
に
つ
い
て
理
解

を
深
め
、
障
が
い

の
あ
る
人
た
ち
の

社
会
参
加
を
進
め
る
た
め
、
12
月
３
日

～
９
日
の
「
障
が
い
者
週
間
」
に
合
わ

せ
街
頭
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
い
ま
す
。

ぜ
ひ
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

●
と　

き　

12
月
３
日（
火
）午
後
２
時

●
と
こ
ろ　

ル
ミ
エ
ー
ル
水
巻
店
（
立

屋
敷
）

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
障
が
い
支
援
係

　

福
岡
県
で
は
県
内
全
60
市
町
村
と
連

携
し
、
11
月
・
12
月
を
「
県
下
一
斉
徴

収
強
化
月
間
」
と
位
置
づ
け
、
徴
収
対

策
強
化
に
取
り
組
み
ま
す
。

　

期
間
中
は
、
滞
納
者
に
対
す
る
催
告

を
強
化
し
、
差
し
押
さ
え
や
車
へ
の
タ

イ
ヤ
ロ
ッ
ク
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
徴
収

対
策
を
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、
町
で
は
仕
事
な
ど
で
平
日
に

納
付
が
困
難
な
人
の
た
め
、
休
日
納
税

相
談
を
行
い
ま
す
。
ぜ
ひ
活
用
し
て
く

だ
さ
い
。

●
と　

き　

12
月
７
日（
土
）・８
日（
日
）

午
前
９
時
～
午
後
３
時

●
と
こ
ろ　

役
場
納
税
係
窓
口

※
当
日
は
役
場
正
面
玄
関
が
施
錠
さ
れ

て
い
ま
す
。
裏
口
（
保
育
所
側
）
か

ら
入
っ
て
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
納
税
係

　

経
済
セ
ン
サ
ス
基

礎
調
査
を
実
施
し
ま

す
。
こ
の
調
査
は
全

国
の
企
業
・
事
業
所

の
活
動
状
態
を
地
域
別
に
調
査
し
、
さ

ま
ざ
ま
な
政
策
に
活
用
し
て
い
く
も
の

で
す
。

　

町
内
で
は
12
月
か
ら
令
和
２
年
３
月

に
か
け
て
調
査
を
実
施
。
新
た
に
把
握

し
た
事
業
所
な
ど
に
は
、
調
査
員
が
調

査
票
を
配
布
し
ま
す
の
で
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
定
住
促
進
係

　

全
国
瞬
時
警
報

シ
ス
テ
ム
（
Ｊジ

ェ
イ

‐

Ａア

ラ

ー

ト

Ｌ
Ｅ
Ｒ
Ｔ
）
を

使
っ
た
自
動
放
送
訓
練
が
全
国
一
斉
に

実
施
さ
れ
ま
す
。
今
回
の
試
験
放
送
は

訓
練
で
す
。
慌
て
て
行
動
す
る
こ
と
が

な
い
よ
う
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

●
と　

き　

12
月
４
日
（
水
）
午
前
11

時
ご
ろ

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
庶
務
係

　

戸
籍
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、

各
種
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
な

い
な
ど
お
困
り
の
人
は
、
法
務
局
や
市

区
町
村
の
戸
籍
窓
口
、
福
岡
県
弁
護
士

会
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

●
相
談
窓
口

▽
福
岡
法
務
局
戸
籍
課
☎
（
０
９
２
）

７
２
１
局
９
３
３
４
番

※
受
け
付
け
は
平
日
午
前
８
時
30
分
～

午
後
５
時
15
分
で
す
。

▽
福
岡
県
弁
護
士
会
子
ど
も
の
人
権
１

１
０
番
☎
（
０
９
２
）
７
５
２
局
１

３
３
１
番

※
受
け
付
け
は
土
曜
日
午
後
０
時
30
分

～
３
時
30
分
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

福
岡
法
務
局
戸
籍
課

☎
（
０
９
２
）
７
２
１
局
９
３
３
４
番

　

12
月
４
日
～
10
日
は
人
権
週
間
で

す
。
町
で
は
期
間
中
に
人
権
週
間
の
つ

ど
い
を
開
催
し
、
人
権
意
識
を
高
め
て

い
き
ま
す
。こ
の
催
し
は
申
込
不
要
で
、

誰
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

●
と　

き　

12
月
７
日
（
土
）
午
前
９

時
30
分
～
正
午

※
開
場
は
午
前
９
時
か
ら
で
す
。

●
と
こ
ろ　

中
央
公
民
館
大
ホ
ー
ル

●
内　

容

▽
第
１
部　

伊
左
座
小
学
校
３
年
生
の

「
人
権
の
花
運
動
」
活
動
発
表
会

▽
第
２
部　

人
権
啓
発
シ
ネ
マ
「
あ
ん
」

の
上
映

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
人
権
係

【遠賀・中間の休日救急医療】
遠賀中間休日
急病センター ☎ 282-9919

水巻町役場 ☎ 201-4321
FAX　201-4423

中央公民館 ☎ 201-0401
FAX　201-0411

南部公民館 ☎ 202-2472
FAX　202-2473

子育て
支援センター

☎ 203-5772
FAX　203-5806

ほっと
ステーション

（児童少年相談センター）

☎ 203-1555
FAX　203-1553

図書館 ☎ 201-5000
FAX　201-0995

歴史資料館 ☎ 201-0999

障害者
福祉センター ☎ 201-0794

サクラほーる
（高齢者福祉センター） ☎ 201-3344

いきいきほーる
健康課

☎ 202-3212
FAX　202-3621

総合運動公園
・スポーツ振興係
・テニスコート 

☎ 201-4000
☎ 201-5757

コミュニティ無線
確認ダイヤル ☎ 201-9119

北九州市上下水道局
・お客様センター
・西部工事事務所 

☎ 582-3031
☎ 644-7820

生 活 情 報
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Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
滞
納
！

休
日
納
税
相
談
を
行
い
ま
す

災
害
時
用
の

試
験
放
送
が
流
れ
ま
す

安
心
で
住
み
よ
い
生
活
を

県
営
住
宅
入
居
者
募
集

無
戸
籍
で
困
っ
て
い
る
人
へ

無
料
相
談

障
が
い
者
へ
理
解
を

街
頭
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施

●休館日

 ９月１日（日）

            ～12月２日（月）
●問い合わせ  図書館・歴史資料館

図書館・歴史資料館
工事のため臨時休館

●
と
こ
ろ　

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

※
当
日
は
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
や
第

二
保
育
所
の
駐
車
場
を
利
用
し
て
く

だ
さ
い
。

●
対　

象　

０
歳
～
就
学
前
の
子
ど
も

と
そ
の
保
護
者

●
午
後
休
所
日　
12
月
５
日
（
木
）・
６

日
（
金
）・
27
日
（
金
）

※
次
回
の
土
曜
開
所
日
は
12
月
21
日

（
土
）
午
前
９
時
～
正
午
で
す
。

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　

子
育
て 

支
援
セ
ン
タ
ー

　

県
住
宅
供
給
公
社
で
は
、
県
営
住
宅

の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。
入
居
を
募

集
す
る
住
宅
は
、
11
月
27
日
（
水
）
か

ら
役
場
町
営
住
宅
係
で
配
布
す
る
申
込

案
内
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
詳
し
く

は
申
込
案
内
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
込
期
間　

12
月
11
日
（
水
）
～
19

日
（
木
）

●
問
い
合
わ
せ　

県
住
宅
供
給
公
社
県

営
住
宅
管
理
部
☎
（
０
９
２
）
７
８

１
局
８
０
２
９
番

　

人
生
を
歩
ん
で
培
っ
た
経
験
と
知
識

を
持
つ
「
高
齢
者
」
が
子
育
て
に
つ
い

て
改
め
て
学
び
、
地
域
の
子
育
て
を
支

援
し
て
い
き
ま
す
。
あ
な
た
も
地
域
の

子
育
て
を
支
え
る
応
援
団
に
な
り
ま
せ

ん
か
。

●
と　

き　

令
和
２
年
１
月
７
日（
火
）・

９
日
（
木
）・16
日
（
木
）・17
日
（
金
）・

20
日
（
月
）・
22
日
（
水
）・
27
日
（
月
）

●
と
こ
ろ　

コ
ム
シ
テ
ィ
（
八
幡
西
区

黒
崎
）

●
対　

象　

地
域
の
子
育
て
を
応
援
し

た
い
60
歳
以
上
の
人

●
費　

用　

無
料

●
申
込
期
限　

12
月
18
日
（
水
）

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　
福
岡
県

70
歳
現
役
応
援
セ
ン
タ
ー
内
「
ふ
く
お

か
子
育
て
マ
イ
ス
タ
ー
」
コ
ー
ナ
ー　

☎
（
０
９
２
）
４
８
１
局
１
３
１
２
番

●対　象　町内で新たに住宅を購入し、移住・定住をする世帯
※新築・中古や一戸建て・マンションを問いません。
●奨励金額
▷ 30 万円　中学校卒業前の子どもを含む、住宅所有者の直系親族で 

構成される３世代以上の世帯
▷ 20 万円　中学校卒業前の子どもを含む世帯
▷ 10 万円　上記以外の世帯
●申込期間　５月～翌年１月の９か月間
※住宅取得日から１年以内の申し込みが必要です。

●対　象　築５年以上の古家を解体し、その土地に住宅を新築する人
●補助金額　最大 50 万円（解体工事費の２分の１）
※令和２年４月以降、上限額を 60 万円に引き上げます。
●申込期間　４月～翌年１月の 10 か月間
※解体する前の申し込みが必要です。

【共通事項】
●申し込み・問い合わせ　役場定住促進係

12
月
の
親
子
で
遊
ぼ
う（
予
約
制
）

０
歳
か
ら
の
コ
ン
サ
ー
ト

人
権
週
間
の
つ
ど
い

活
動
発
表
会
と
映
画
の
上
映

子
育
て
マ
イ
ス
タ
ー
研
修
会

地
域
の
子
育
て
を
応
援
し
ま
せ
ん
か

有
料
広
告
欄

移住・定住を応援！
住まい支援制度を５年間延長

最大30万円の定住促進奨励金

最大50万円の古家解体補助金

　町への移住・定住を積極的に推奨するため、
町独自の支援制度を令和６年度まで延長しま
す。今後の住宅取得にぜひ利用しませんか。
　自治会加入など、対象要件がありますので、
詳しくは問い合わせてください。



広 告 募 集 中
事業所などの有料広告を募集しています。

「広報みずまき」で会社の PR をしてみませんか？

●契約料金　  10,000 円×掲載回数
　１区画（91mm × 55mm）
※１回から契約できます。

詳しい掲載条件などは役場広報係まで ☎ 201-4321

●
と　

き　

12
月
８
日
（
日
）
午
後
１

時
30
分
～
３
時
30
分

●
と
こ
ろ　

図
書
館
視
聴
覚
ホ
ー
ル

●
定　

員　

30
人
（
先
着
順
）

※
小
学
生
以
下
が
申
し
込
む
場
合
、
保

護
者
の
同
伴
が
必
要
で
す
。

●
費　

用　
５
０
０
円

●
申
込
方
法　

歴
史
資
料
館
に
電
話
や

Ｆ
Ａ
Ｘ
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▽
Ｆ
Ａ
Ｘ　

２
０
１
局
０
９
９
５
番

●
問
い
合
わ
せ　

歴
史
資
料
館
☎
２
０ 

１
局
０
９
９
９
番

　

基
地
の
運
営
改
善
の

た
め
、
行
事
な
ど
に
参

加
し
、
意
見
や
要
望
を

し
て
く
れ
る
モ
ニ
タ
ー

を
募
集
し
ま
す
。

●
と　

き　

令
和
２
年
４
月
～
１
年
間

●
対　

象　

次
の
全
て
の
条
件
を
満
た

す
人

▽
20
歳
以
上
の
人

▽
防
衛
問
題
や
自
衛
隊
に
関
心
が
あ
り
、

公
正
で
建
設
的
な
意
見
を
言
う
こ
と

の
で
き
る
人

▽
平
日
に
年
間
10
回
程
度
の
行
事
な
ど

に
参
加
で
き
る
人

※
国
会
議
員
と
常
勤
公
務
員
は
応
募
で

き
ま
せ
ん
。

●
定　

員　

10
人

●
申
込
方
法　

往
復
は
が
き
に
、
郵
便

番
号
、
住
所
、
氏
名
（
ふ
り
が
な
）、

生
年
月
日
、
性
別
、
職
業
、
電
話
番

号
、
申
込
理
由
を
記
入
し
て
郵
送
し

て
く
だ
さ
い
。

▽
送
付
先　
〒
８
０
７
‐
０
１
３
３
芦
屋
町

大
字
芦
屋
１
４
５
５
番
地
１　

航
空

自
衛
隊
芦
屋
基
地
基
地
渉
外
室

●
申
込
期
限　
令
和
２
年
１
月
15
日（
水
）

●
問
い
合
わ
せ　

航
空
自
衛
隊
芦
屋
基

　

地
基
地
渉
外
室
☎
２
２
３
局
０
９
８

　

１
番

　

令
和
２
年
度
に
中
学
校
給
食
セ
ン
タ

ー
へ
食
材
な
ど
を
納
入
す
る
業
者
の
登

録
を
受
け
付
け
ま
す
。
登
録
基
準
が
あ

り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。

●
納
入
食
材　

ム
ギ
類
、
油
脂
類
、
豆

腐
類
、
魚
介
類
、
卵
類
、
肉
類
、
野

菜
類
、
果
物
類
、
酒
類

●
申
込
方
法　
申
込
書
を
12
月
25
日（
水
）

ま
で
に
中
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
込
書
は
中
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
学

校
給
食
係
で
配
布
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

中
学
校
給
食
セ
ン
タ 

ー
学
校
給
食
係
☎
２
０
１
局
８
９
０ 

０
番

　

ひ
と
り
親
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
で
は

養
育
費
や
生
活
上
の
問
題
に
関
す
る
弁

護
士
相
談
会
を
実
施
し
ま
す
。
相
談
は

匿
名
で
も
受
け
付
け
ま
す
の
で
、
気
軽

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

●
と　

き

▽
12
月
21
日
（
土
）
午
前
10
時
～
午
後

１
時

▽
令
和
２
年
１
月
15
日
（
水
）
午
後
１

時
～
４
時

●
費　

用　

無
料

●
相
談
電
話
番
号　
（
０
９
２
）
７
２

４
局
２
６
４
４
番

●
問
い
合
わ
せ　

ひ
と
り
親
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
☎
（
０
９
２
）
５
８
４
局
３

９
３
１
番

●
と　

き　

12
月
14
日
（
土
）
午
前
10

時
～
午
後
３
時

●
相
談
内
容

▽
生
活
保
護
の
要
件
、
申
請
方
法

▽
生
活
保
護
受
給
中
の
借
金
問
題

▽
生
活
保
護
の
停
止
や
廃
止

●
費　

用　

無
料

●
相
談
・
問
い
合
わ
せ　

福
岡
県
司
法

書
士
会
事
務
局
☎
（
０
９
２
）
７
２

２
局
４
１
３
１
番

　

12
月
４
日
～
10
日
は
人
権
週
間
で

す
。
家
庭
内
の
も
め
ご
と
や
隣
近
所
と

の
ト
ラ
ブ
ル
、
い
じ
め
な
ど
で
困
っ
て

い
ま
せ
ん
か
。
人
権
擁
護
委
員
と
法
務

局
職
員
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

●
と　

き　

12
月
１
日
（
日
）
午
前
９

時
～
午
後
５
時

●
相
談
電
話
番
号　
（
０
１
２
０
）８
８

９
局
４
０
５
番

●
問
い
合
わ
せ　

福
岡
法
務
局
人
権
擁

護
部
☎
（
０
９
２
）
７
３
９
局
４
１
５

３
番

【
住
民
相
談
】

　

日
常
の
悩
み
を
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

●
と　

き　

毎
週
月
曜
日
・
金
曜
日
午

後
１
時
～
４
時

※
受
け
付
け
は
午
後
３
時
30
分
ま
で
で
す
。

※
相
談
は
電
話
で
も
受
け
付
け
ま
す
。

●
相
談
員　

住
民
相
談
員

【
弁
護
士
の
無
料
法
律
相
談
】

●
と　

き　

12
月
９
日（
月
）・26
日（
木
）

午
後
１
時
～
４
時

●
定　

員　

各
７
人
（
先
着
順
）

●
対　

象　

町
内
に
住
む
人

●
申
込
開
始
日　

12
月
３
日（
火
）午
前

　

８
時
30
分

●
相
談
員　

弁
護
士

【
行
政
相
談
】

　

毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
、
行
政
へ
の

意
見
や
要
望
、苦
情
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

●
と　

き　

12
月
２
日（
月
）・16
日（
月
）

午
後
１
時
～
４
時

※
受
け
付
け
は
午
後
３
時
30
分
ま
で
で
す
。

●
相
談
員　

行
政
相
談
委
員

【
共
通
事
項
】

●
と
こ
ろ　

社
会
福
祉
協
議
会

●
問
い
合
わ
せ　

社
会
福
祉
協
議
会

　

☎
２
０
２
局
３
７
０
０
番

「
第
71
回
人
権
週
間
」

県
内
一
斉
無
料
電
話
相
談

相
談
し
て
く
だ
さ
い

生
活
保
護
電
話
相
談
会

社
会
福
祉
協
議
会
の

相
談
事
業

広告・校正刷り　ひだまりの家様 【11 月 25 日号】

FAX 送信　201-7741

髙橋　様
　いつもお世話になります。校正刷りができましたので、ご確認く
ださい。
　恐れ入りますが、11 月 5 日（火）までに、修正有無のご連絡をお
願いします。

水巻町役場　企画課・広報係
「広報みずまき」担当　近藤

tel (093)201-4321　fax (093)201-4423
koho@town.mizumaki.lg.jp

※次回 12 月10 日号の原稿提出は 11月15 日（金）までにお願いします。

妊娠、出産、育児、母乳などに関するお問い合わせ、お気軽にご相談ください。

みずまき助産院 ひだまりの家
（ブログ・Facebookもぜひご覧ください）

学校法人 福岡保健学院 http://hidamari-ie.jp

〒８０７－００５１遠賀郡水巻町立屋敷１－１４－５０ 
学校法人 福岡保健学院 みずまき助産院ひだまりの家 

TEL:093-201-7731 FAX:093-201-7741 Eメール: jyosanin@hidamari-ie.jp

楽しいイベントご案内 ひだまりの家でのんびり過ごしませんか

☆ 11月 27 日（水）
　午前 10 時～
▷ひだまル
・手作り品販売、ネイル、
   マッサージ、おさがり会etc
・参加費無料

☆ 11月 30日（土）
▷ヨガ教室
　午前10時～マタニティ
　午後０時～産後（１歳未満）
　午後２時～親子（１歳～３歳）
・参加費  500 円（要予約）

☆ 12 月 7 日（土）
　午前 10 時～
▷あや先生のベビーマッサージ
▷対象：生後２か月～
・参加費　500 円
※持ってくるもの  バスタオル

有
料
広
告
欄

【キッズダンス】（小学校１年生～６年生）
●と　き　金曜日午後５時～６時
●ところ　総合運動公園トレーニング室

【子ども野球】（小学校１年生～６年生）
●と　き　金曜日午後５時 30 分～６時 30 分
●ところ　吉田グランド

【子ども卓球】（５歳～小学校６年生）
●と　き　木曜日午後５時～６時 30 分
●ところ　町民体育館

【幼児テニス】（４歳～６歳）
●と　き　金曜日午後４時～５時
●ところ　総合運動公園テニスコート

【中高生テニス】
●と　き　月曜日午後５時 30 分～７時
●ところ　総合運動公園テニスコート

【剣道】（小学校１年生～６年生）
●と　き　月・水・金曜日午後５時～７時
●ところ　武道館

【共通事項】
●費　用　月額 1,000 円～ 4,000 円
※年会費や保険料が別途必要です。
●問い合わせ　水巻ゆう・あい倶楽部☎ 701-7741

水巻ゆう・あい倶楽部
子どもスポーツ教室の受講生募集中

　マイナンバーカードがあれば、9 月からコンビ
ニで住民票の写しや印鑑登録証明書などが取れ
るようになりました。
　役場住民係では、職員がその場で本人写真を撮 
り、手続きをサポート。この機会にぜひ作成を。
●と　き
　12 月 11日（水）午前９時～午後４時
※午前中は混雑が予想されます。
●ところ　役場住民係窓口
●持ってくるもの　運転免許証・保険証などの公

的な本人確認書類、印鑑、写真（縦 4.5cm×横
3.5cm・6 か月以内に撮影・正面・無帽・無背景）

※写真は持っている人のみ、持ってきてください。
●問い合わせ　役場住民係☎ 201-4321

　町内に住んでいる新成人に、案内はがきを郵
送しています。対象者で、案内はがきが届いてい
ない人は役場生涯学習係へ連絡してください。
●と　き　令和２年１月 12 日（日）午後３時
※受け付けは午後２時 30 分からです。
●ところ　中央公民館大ホール
●対　象　新成人（平成 11 年４月２日～平成 12

年４月１日に生まれた人）
※就職や就学などで、現在は住所が水巻町にな

い人も参加できます。希望する人は、12 月９日
（月）までに連絡してください。

●内　容　アトラクション、式典、恩師を囲んで
の自由交歓会など

●持ってくるもの　成人式の案内はがき
●問い合わせ　役場生涯学習係☎ 201-4321

大人への出発「成人式」
両親や恩師に晴れ舞台を見せよう

町で働いてみませんか
保育士・こども家庭支援員募集

【保育士（任期付職員）】
●採用予定数　１人
●要　件
　保育士の資格を持っている
●勤務地　第二保育所

【こども家庭支援員（任期付職員）】
●採用予定数　２人
●要　件　社会福祉士や精神保健福祉士などの

資格を持っている
●勤務地　児童少年相談センター

【共通事項】
●対　象　次の条件を全て満たす人
▷文書作成など、基本的なパソコン操作ができる
▷普通自動車を運転できる
●雇用期間　令和２年４月１日から最長３年間
●申込期限　12 月 20 日（金）
※募集要項・申込書は役場人事秘書係窓口・町

ホームページにて取得できます。
●申込方法　役場人事秘書係窓口または郵送で

必要書類を提出してください。
●問い合わせ
　役場人事秘書係☎ 201-4321

養
育
費
で
困
っ
て
ま
せ
ん
か

ひ
と
り
親
１
１
０
番

学
校
給
食
用
食
材
の

納
入
業
者
を
募
集
し
ま
す

「
自
衛
隊
へ
の
提
言
・
要
望
を
」

芦
屋
基
地
モ
ニ
タ
ー
募
集

来
年
の
干
支
、
ね
ず
み
の
置
物
を

作
っ
て
み
ま
せ
ん
か

手続きをサポート
マイナンバーカードを作ろう
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